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電　話：

開催実績なし

内線 ３３１４　（直通）０９８５－２６－７２４４　　

生涯学習に資するための施策の総合的な推進に関する重要事項を調査審議
すること。

生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律第10条
（宮崎県生涯学習審議会条例第１条）

（ 傍 聴 ）

教育庁 生涯学習課 生涯学習推進担当所管課（室）名

担 任 事 務
（ 協 議 事 項 ）

①教育委員会または知事の諮問に応じ、生涯学習に資するための施策の
　 総合的な推進に関する重要事項を調査審議すること。
②上記に規定する事項に関し必要と認める事項を教育委員会または知事
   に建議すること。

（令和６年度）
会議の開催状況 開催期日

公開（傍聴）の
状況

会議の公開

主な審議事項

設 置 根 拠

設 置 目 的

区 分 附属機関（地方自治法第１３８条の４第３項に基づくもの）

私的諮問機関（有識者等の意見を県政に反映するための懇話会等）

【閲覧資料】

附 属 機 関 等 の 概 要

名 称

（１面）

宮崎県生涯学習審議会　（平成３０年８月２８日から休止）

議事録又は議
事概要等の公
表

閲覧場所：
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所属等区　　分 氏　　名

構成員の名簿
令和７年３月３１日現在

備考
（専門部会等）

（２面）


